
 

（セミナー参加費に係る適格請求書の交付方法） 

【答】 

１ セミナーの参加費が貴協会の課税売上げとなる場合 

原則として、貴協会が会員（参加者）に対しセミナーという役務の提供を行ったものと解さ

れることから、貴協会においては、当該セミナーの参加者から受領した金額が課税売上げ、講

演料として支払った金額が課税仕入れとなり、参加者にとっては、セミナー参加に当たって負

担した金額がセミナーという役務提供の対価として課税仕入れとなるものと考えられます。 

そのため、参加者から代金を受領する際には、適格簡易請求書の記載事項を満たした領収書

等の交付を行うことが考えられます（セミナー参加費について適格簡易請求書の対象となる点

は、問 24－２《適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例》をご参照ください。）。 

なお、具体的な記載事項は、次のとおりです（消法 57の４②）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率※ 

※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。 

 

２ セミナーの参加費が預り金として処理される場合 

他方、貴協会と会員（参加者）との間での契約などにより、セミナー参加に当たって負担す

る金額が、講演料の一部負担金（立替払）であることが明らかであり、かつ、講演料の総額を

超える対価を受領することがないなどの場合には、貴協会において預り金として処理すること

も認められるものと考えられます。 

また、その場合、参加者が負担した金額は、講演を受けるという役務提供の対価として課税

仕入れに該当し、貴協会から交付を受けた講演料に係る適格請求書のコピーと立替金精算書の

保存により仕入税額控除の適用を受けることが可能です。 

さらに、適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、コピーを交付することが困難

なときは、貴協会が適格請求書を保存しておくことで、参加者は貴協会から交付を受けた立替

金精算書のみの保存をもって、仕入税額控除の適用を受けることが可能です（基通11－６－２）。

この場合、当該立替金精算書には、以下のイメージのとおり、課税仕入れを行う参加者が仕入

税額控除の適用を受けるに当たっての必要な事項が記載されている必要があります。 

  

問 94－３ 当協会は、協会に所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催しています。その

際の講演料はまとめて当協会が支払いますが、一定割合を協会で負担することとした上で、

残りをセミナーの参加予定者数であん分して参加費として受領しています（1,000 円未満の

端数は切上げ）。この場合、参加者に対してどのように適格請求書を交付すればよいでしょう

か。【令和６年４月追加】 



 

【立替金精算書の記載イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上記立替金精算書による対応は貴協会が適格請求書発行事業者であるかどうかは問い

ませんが、貴協会と講師の双方が適格請求書発行事業者である場合においては、媒介者交付特

例を適用し、貴協会の名称及び登録番号を記載して、適格簡易請求書を交付することも可能で

す（その場合の記載事項は上記 1の適格簡易請求書と同じです。また、媒介者交付特例の詳細

については、問 48《媒介者交付特例》をご参照ください。）。 

  

立替金精算書 

Ｒ●．３．１ セミナー費用  （●●様※講演料） 

2,000 円 （10％） 

※ 本立替金精算書の保存をもって仕入税額控除の 

適用を受けることが可能です。 

参加者が仕入税額控除の適用を受けるに当た
り、売手である適格請求書発行事業者の氏名又
は名称を帳簿に記載する必要があることから、
講師の氏名を表示している。 

本件における立替金精算書は、適格請求書の交付対象（講演料）に係るものである

ため、本来は宛名（セミナー参加者の氏名又は名称）や消費税額等及び適用税率の記

載が必要となりますが、適格簡易請求書の交付が可能な事業における立替金精算書に

ついては、適格請求書が立替者（協会）において保存されることをもって、適格簡易

請求書と同様、記載事項を省略する（宛名不要、消費税額等又は適用税率のいずれか

で良い）こととして差し支えありません。 

本立替金精算書の保存をもって仕入税額控除
の適用が可能である点（＝売手である講師が適
格請求書発行事業者である点）を示している。 


